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●創業ステージに合わせた入居

   スペースが利用できます

●一般社団法人ＪＢＩＡ（日本ビジ

ネス・インキュベーション協会）

認定インキュベーションマネー

ジャーによる経営等の相談を受け

ることができます

●ワンストップで専門家相談や市民

活動の相談ができます

●創業支援スタッフによる来客取次、

郵便物の受取ができます

創業支援ルームのコンセプト

≪ふれあいキューブ創業支援ルーム≫

  電話：6/9より048-731-8227

  (平日9：00～17：30）

   ホームページ：

   

メール：incu@kasukabehall.jp
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持続化補助金活用セミナーを開催しましたtitle 1

2025 June

6/20(金)16時より

第99回情報交換会を開催します

「介護保険認定調査について」

お知らせ

参加申込は創業支援ルームまで

小規模事業者持続化補助金は使い勝手の

良い補助金として非常に人気があり、今ま

でに活用された入居者や卒業生も多く、創

業支援ルームとしても申請が採択されるよ

うお手伝いさせていただいています。

補助対象となる事業や採択までの流れ、

審査員に採択されやすい事業計画書の書き

方など、過去の実例も織り交ぜながら詳し

くお話しさせていただきました。

小規模事業者持続化補助金（第17回）の

公募情報は中小企業庁のホームページをご

覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokib

o/2025/250501jizoku_01.html

講師：池脇ＩＭ

5月13日（火）、第98回情報交換会として「スグに使える 持続化補助金活

用セミナー」を開催しました。広くご利用頂ける小規模事業者持続化補助金＜

一般型＞について、創業支援ルームの池脇インキュベーションマネージャー

（IM）がわかりやすく解説。入居者以外にも多くの方にご参加いただき、熱気

あふれる情報交換会となりました。 

●募集期間 
令和7年４月1日（火）から10月20日（月）まで 
※毎月２０日末締切。予算がなくなり次第受付終了

●指定区域
春日部駅周辺、武里駅周辺、南桜井駅周辺

●提出方法
募集要項に記載の提出書類一式を、商工振興課窓口へ提出してください。（郵送不可）

※詳しくは春日部市のホームページでご確認ください。
https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/shokoshinkoka/gyomuannai/2/1/14785.html

●問い合わせ先
春日部市商工振興課 企業誘致担当 048-797-8029（直通）

春日部市では、新たな地域産業と雇用創出による

地域活性化を図るため、市が指定する区域内の空き

店舗を利用して創業を行う方・創業して５年未満の

方に対し、創業の際にかかる費用の一部を補助する

事業を実施しています。

これから市内で店舗を開業する方は、ぜひご活用

ください。創業支援ルームは、春日部市とともに、

「創業しやすいまち 春日部」を応援します。

かすがベンチャー応援補助金を受付中！title 2
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≪入居対象≫

埼玉県地域経済の活性化に資すると認め

られ、次のいずれかに該当する方（個人・

法人は問いません）

・これから創業しようとする方、または創

業後５年未満の方

・新たな事業分野へ進出しようとする中小

企業者

詳しいことは、お問い合わせください。

A 個室型

インキュベート室の入居申請を随時受け

付けています。現在個室A・Ｃブースに空

きがあり、Bブースは入居待ちとなります。

入居を希望される方は、お気軽に事務室ま

でご相談ください。

Bブース型

Cブース型

入居者を随時募集しています

編集後記
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事業承継個別相談会を実施中
title 3

電話番号変更のお知らせ

電話回線事業者の都合により、創業支援ルームの専用電話番号050-

3353-5334が5月末をもって使用できなくなりました。

つきましては、下記の通り電話番号を変更いたしますのでご案内いた

します。

皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。

埼玉県では、県内中小企業の円滑な事業承継を支援するため、事業承継に関

する個別相談会を実施しています。

●相談時間 ※事前予約制

10時00分~11時30分/13時00分~14時30分/15時00分~16時30分

●対象：県内の中小企業経営者又は個人事業主等

●会場：ふれあいキューブ５F創業支援ルーム相談室

●申込み/問合せ：埼玉県 産業支援課 経営革新支援担当

 048(830)3910  a3770-22＠pref.saitama.lg.jp

※詳しくはホームページをご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/zigyousyoukei-soudankai.html
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御相談には、国が設置する「埼玉県事業承

継・引継ぎ支援センター」のスタッフが秘密厳

守・無料で対応します。「事業を引き継ぎたい

が何から始めればよいか分からない」「後継者

がいなくて困っている」など、事業承継のお悩

みについてお気軽に御相談ください。

6/2(月)～6/6(金) 048-734-3005 ふれあいキューブ代表
電話より転送致します

6/9(月)より 048-731-8227

電話対応時間は、これまで通り、平日９時から17時30分までとなります。

6/2(月)～6/6(金) につきましては、極力メールでのご連絡をお願い致します。

メールアドレス incu@kasukabehall.jp
ご不便をおかけ致しますことを重ねてお詫び申し上げます。

今年ももう折り返し地点です。未来
を構想し実現していく起業家の皆さ
んには半年後が見えているのかもし
れませんね。（市川）

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/zigyousyoukei-soudankai.html
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